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事前評価審議対象事業一覧表（９事業） 

事業名 
（所在地） 

上位計画・優先度 
事業効果の定量的分析 

（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 
社会経済情勢 

事業効果の定性的分析  

自然環境等への 
影響と対策 

①(警察署建替) 

大阪府堺南警察署建替事業 

（堺市） 

 

Ｂ／Ｃ 

警察署の整備による費用便

益の測定方法が確立されて

いないため算出不能。 

 

[上位計画等の位置付け]  
大阪の再生・元気倍増

プラン（大阪２１世紀

の総合計画） 
 
[優先度] 
堺南警察署庁舎（本

館）は昭和34年建築で、

府下６４警察署の中で

最も古い建物である。 
建築後44年が経過し

ており、老朽であるこ

とに加え、狭隘化が著

しく、効率的な警察活

動に支障をきたしてい

る。 
また、現庁舎は高齢

者や障害者に配慮した

施設となっていないほ

か、庁舎の耐震性能を

診断したところ、改修

が必要であるとの診断

結果がでている。 
 さらに、現地建替えを

行うための仮庁舎建設

予定地の確保について

は、堺市との協議も完

了しており、この機会

を逃すと早期の建替え

が極めて困難となる。 
 
 

[目的] 

現庁舎は老朽・狭隘化が著し

く、機能・安全面で支障が生じ

ている。 

庁舎の建替えを行うことによ

り、警察署機能の充実、耐震性能

等安全性の向上、勤務環境の向上

及び庁舎を訪れる府民へのサー

ビス向上を図る。 

 

[内容] 

新庁舎 鉄筋コンクリート造 

 ５～６階建 

 約５，６００㎡ 

       来庁者駐車場約２０台 

 

[事業費] 

総事業費：約２７億円 

（内訳） 

新庁舎   約２５億円 
 文化財調査費 約２億円 

（仮庁舎 約５億円） 

 

[完成予定年] 

平成２０年度 

[地元等の協力体制]

今後、事業の進捗

に応じて地元説明

会を開催していく

予定である。 

 
○警察署機能の充実による

管内治安の確保。 
○庁舎耐震性能の向上、非常

用発動発電機の整備等に

より、災害発生時における

警察機能の強化。 
○勤務環境の改善に伴う勤

務員の士気の向上。 
○留置場収容人員・取調室の

増加等による犯罪捜査体

制の強化。 
○来庁者用駐車場の拡大に

よる府民サービスの向上。 
○大阪府福祉のまちづくり

条例の趣旨に沿った高齢

者や障害者にやさしい設

備・仕様の実現（エレベー

ター、障害者用便所の設

置、バリアフリー化等） 
○健康増進法の趣旨に沿っ

た受動喫煙を防止する設

備の設置。 

○動植物の生態系への影響 
既存庁舎の現地建替えで

あり、新たに土地の利用転換

を伴わないことから動植物

の生態系に影響はない。 
 
○文化財調査 
隣接する泉北府民センタ

ービル建設時に埋蔵文化財

が発見されていることから

堺南警察署敷地でも発見さ

れる可能性が高く、大阪府教

育委員会（文化財保護課）と

調整の上試掘を実施し、調査

の必要があれば文化財調査

を行う。 
 
○産業廃棄物のリサイクル 
既存庁舎の撤去工事に伴

う廃棄物については、「建設

リサイクル法」に基づき、リ

サイクル可能なものの再資

源化に努める。新築工事につ

いては、再生材の利用に努め

る。 

 

下 期 分 
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（１／９） 
代替案との比較検討 

委員会における主な審議内容 評価 

○既存の別館を改修して利

用（本館のみ建替え） 

全面建替えと比較すると、

建設コストは安くなるが、関

連諸室が同一フロアに配置

できないことや新設部分と

既設部分で段差が生じるな

ど、機能面での効率が落ち

る。 

 

○他の土地への移転 

現在地は、管内のほぼ中央

に位置し交通の便もよく、Ｊ

Ｒ阪和線鳳駅に近接する管

内の中心市街地であり、地域

住民の利便性及び管内治安

拠点の観点から、立地条件と

して最適であり、移転の必要

性は認められない。 

 

 
（必要性） 
・現庁舎のうち本館は府内６４警察署の中では最も古い昭和３４年の建築で、老朽
化が著しく、また署員増加等による狭隘化も進んでいることから、警察署の中で
の建替えの優先順位は高いことを確認した。 

・老朽・狭隘化した警察署の建替えにより、警察署機能の充実、耐震性能等安全性
の向上、府民サービス及び執務環境の向上などが期待されることを確認した。 

 
（整備内容） 
・新庁舎の面積約5,600 ㎡については、用途毎の積み上げであり、概ね国庫補助採
択基準による面積算定によるものであることを確認した｡ 

・新庁舎の建設単価は394 千円／㎡と、他の類似警察署と同水準となっており、警
察署という施設の特殊性はあるものの、民間施設の建設実績なども踏まえ、従来
単価にとらわれず一層のコスト縮減努力が必要である。 

 
（警察署建替えについて） 
建築後の経過年数、狭隘度、耐震性能などを総合的に判断して建替えの可否を判

断しており、経過年数については、建築後概ね４０年、狭隘度合いについては現有
面積を国庫補助対象面積で割った数値が８０％未満を判断基準としていることを確
認した。 
 
（事業効果の測定） 
 本事業のように便益の定量的な算定方法が確立されていない場合には、定性的分
析を詳細に行う必要があるとの意見があった。 
  
（機能及びデザイン面での設計の工夫） 
設計についてはプロポーザル方式を採用し、警察署という施設目的を踏まえ、使

い勝手や機能、メンテナンスなどを重視して提案内容の評価を行っていることを確
認した。 
なお、施設整備にあたっては、最新の通信設備を設置するなど、警察機能の一層

の充実を図る必要があるのではないか、デザイン面においても工夫を凝らすことに
より地域のシンボルとして文化的な役割を果たせないか、また、プロポーザル方式
による設計に際しては、機能面に加えてコスト面での配慮も十分行う必要があるの
ではないか、との意見があった。 
  
（代替手法の比較検討について） 
本事業を個別の事業としてみた場合には、最初から全面建替えという結論ありき

で事業計画が進行しているように思われた。本委員会としては代替案の比較検討を
求め、部分改修するよりも全面建替えのほうが機能面で効果が高いことは理解した。
しかしながら、老朽化した府建築物の更新を行う際の手法の検討にあたっては、計
画の初期段階から既存建築物の改修を含め実現可能な複数の案を比較検討し、その
うえで最良の案を決定するといった計画策定過程を十分に踏んでおく必要があると
考えられる。 
 

（府建築物全体に係る建替えの基本的な方針等について） 
将来的に府においては建替対象案件の大幅な増加が見込まれることや、今後制約

された財政状況の中で施設更新を効率的に行っていかなければならないことを考慮
すれば、既存ストックを最大限有効活用するという考え方に立って、府建築物全体
に係る建替えについての基本的な方針や基準あるいは既存ストックを長寿命化する
ための適切な維持管理の方法などについて府として早期に検討していくべきである
と考える。 
今後、府建築物の建替基準などの基本的な考え方についてとりまとめられ、その

結果を本委員会に報告されたい。 

 

事業実施 

 

（別表１） 



 10

事前評価審議対象事業一覧表（９事業）    

事業名 

（所在地） 

上位計画・ 

優先度 

事業効果の定量的分析 

（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 

社会経済情勢 
事業効果の定性的分析 

自然環境等

への影響と

対策 

②（高等職業技術専門校）

再編整備事業 

（和泉市） 

養成・再就職支援訓練 

定量的な分析は困難であるが、

100％の就職率を目指す。 
 
在職者訓練 

ﾚﾃﾞｨﾒｲﾄﾞ  80 ｺｰｽ 1,000人／年 

ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ 40 ｺｰｽ 1,500人／年 

 

技能検定 

60作業 ／190作業 

3,000人 ／9,000人 

［上位計画］ 
○第７次大阪府職業
能力開発計画 

○大阪府行財政計画
（案） 
→ 高等職業技術専門
校の再編を行う。（H
１４着手） 

○府立高等職業技術
専門校再編基本構
想  

 
［優先度］ 
長引く景気低迷の

中、離職を余儀なくさ
れた方 (々特に中高年
齢者)の早期再就職を
支援することに加え、
労働者の雇用不安の
解消を図る必要があ
る。また、産業の空洞
化が進む中、経済を支
えるものづくり基盤
技術の積極的な振興
を図るとともに、産業
クラスタを形成し大
阪経済の活性化を図
らなければならない。 
府民の雇用不安を

解消するため、雇用に
結びつく職業訓練機
会の提供や働く人々
のキャリア形成支援、
大阪のものづくりを
支える若年技能労働
者の育成、ハイテク技
術を支える人材育成
などに資するため、技
術専門校の再編整備
は府にとって重要か
つ優先度が高い事業
である。 
 

[目的] 

中高年離職者の再就職支

援、若年ものづくり技能者

の養成、産業の振興を支え

る人材の育成、雇用労働者

のキャリア形成支援等、多

様化する職業能力開発ニー

ズに対応した職業訓練を推

進するため、高等職業技術

専門校の再編整備を行う。 

 

[内容] 

敷地面積 26,953.33㎡ 

延床面積約  10,000㎡ 

構造 

 本館棟 ＲＣ造３階 

 実習棟 ＲＣ造(一部Ｓ

造)１階 

 

[事業費] 

約４９.５億円 

＜想定内訳＞ 

土地購入費 13.5億円 

建築工事費 30.0億円 

機器整備費  6.0億円 

[完成予定年] 

平成18年2月 

○厳しい雇用状況 

 有効求人倍率     （倍） 

 H7 H14 

大阪 0.47 0.48 

全国 0.63 0.54 

 完全失業率      （％） 

 H7 H14 

大阪 4.0 7.7 

全国 3.2 5.4 

 

○産業構造の変化  （％） 

 S62 H9 

製造業 24.3 21.6 

ｻｰﾋﾞｽ業 21.4 25.4 

 

○応募倍率の推移  （倍） 

 H5 H14 

全体 1.98 3.09 

短期訓練 2.06 4.68 

 

［地元等の協力体制］ 

近畿職業能力開発大学校 

 大阪府内の職業訓練体系の一

施設であり、連携が図られて

いるが、今後、より充実・強

化させる。 

関係業界団体等 

 職場実習の受入や就職先の確

保等について連携。 

和泉市  

 友好的(地域の活性化)。 

 地元ハイテク企業とは技術交

流等の連携を図る。 

堺市・松原市 

 了解を得ている（特に反対は

ない）。 

[安全・安心]  
○エンプロイアビリティ(雇用能
力)の向上 

○技能習得・資格取得により関連
職種への就職 

○障害者、高齢者に配慮した施設
づくり 

 
［活力］ 
○南大阪地域をハイテク拠点とす
る産業クラスタ構想を踏まえた
高度な職業訓練を展開し、産業
の振興を支える人材を育成す
る。 

○在職者に対する職業能力開発の
充実・拡大を図るため、人材開
発センターの併設に加え、職業
評価(技能検定)制度の支援・拡
大を図り、労働者の地位の向上
に努める。 

○就職支援機能や相談機能を充実
させ、中高年離職者の再就職を
容易にする。 

 
［快適性］ 
○即戦力として活躍 
○外部の非常勤講師を招聘 
○指導員研修の充実 
○施設のアメニティ 
 
［その他］ 
○テクノステージ和泉での事業展
開により、府立産業技術総合研
究所や近畿職業能力開発大学校
との連携を深め、訓練の高度化
を図る。また、産業団地の中に
立地することにより、ﾊｲﾃｸ企業
との技術交流、企業ニーズの迅
速な把握が可能となり、産業振
興を支える人材育成が可能 

○人材開発センター等、関連施設
等の活用により、企業や事業主
団体等の職業能力開発ニーズに
応えることができる。 

○土地売却によって財源を確保
し、財政負担を抑制する。 

○緑化の推進 

敷地の道路に面

する部分は、道路

境界から３ｍ、区

画道路境界から

２ｍの範囲につ

いては、概ね１０

㎡当たり１本以

上の高木を植栽

し、中低木につい

ては、適度な密度

で植栽を行い、緑

被率３０％以上

を確保するよう

植栽計画を行う。

 

 

下 期 分 
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      （２／９） 

代替案との 

比 較 検 討 
委員会における主な審議内容 評価 

○既存施設改修案 

昭和５６年建築基準法施行

令が改正され、耐震基準が大

幅に改正された。松原校・堺

校ともに用途地域の関係で既

存不適格であるため、既存施

設の改修は、同一用途・機能

に限り可能であるが、ＲＣ造

の場合は、柱・梁の補強、Ｓ

造の場合は鉄骨の補強が必要

となる。今回の再編整備では、

多様化するニーズに対応した

施設とするため、設置科目の

変更を伴い、諸室の形状・用

途・面積等が異なることに加

え、騒音や振動、原動機の出

力についての規制を受けるた

め、改修は不可能である。 

 

○現地建て替え案 

 松原校・堺校ともに用途地

域の関係で既存不適格であ

る。 

 

松原校：第１種中高層住居専

用地域 

堺 校：第１種住居地域 

 
（再編整備の全体構想及び構想の中における本事業の位置付けについて） 
・本事業は、府の高等職業技術専門校全体を７校から５校に再編し、時代のニーズに即
した技術訓練校に再編整備していく構想の一環であることを確認した。 

・南大阪校（仮称）は、２校（堺校・松原校）を１校に統合したうえハイテク拠点とい
う立地特性を活かした訓練内容（通信・環境・整備）に再編し、近隣施設と連携しな
がら訓練の高度化などを図っていく予定であることを確認した。 

・また、本事業予定地は、産業団地であるテクノステージ和泉内にあり、近隣の府立産
業技術総合研究所や近畿職業能力開発大学校との連携を深め、訓練の高度化を図ると
ともに、ハイテク企業との技術交流、企業ニーズの迅速な把握が可能となり、産業振
興を支える人材育成が期待されることを理解した。 

 
（再編後の定員・訓練科目について） 
 松原校240名、堺校100名計340名の定員を再編後360名とする予定である。 
訓練科目については、整備・環境・通信の３分野で、ニーズの高い科目に設定すべく、

業界団体や企業等の意見を聞き、現在８科目を予定している。 
また、東大阪校はものづくり、夕陽丘校は事務や在職者訓練、芦原校は中高年や短期

間の訓練、北大阪校（仮称）はライフサイエンス関連といったように職業技術専門校全
体の再編のなかで訓練科目を見直していく予定であることを確認した。 
なお、職業技術専門校の訓練科目は民間専門学校とも協議調整のうえ設置し、就職困

難な年齢層や障害者などの訓練を積極的に行うなど、民間の専門学校とは一定の役割分
担がなされていることを確認した。 
 
（現地建替えについて） 
 建築基準法の用途地域が、堺校は第1種住居地域、松原校は第1種中高層住居専用地
域であり、ともに用途地域の関係で既存不適格であり、現地建替えができないことを確
認した。 
 
（開発プロジェクトの進捗状況について） 
 施設立地予定の「テクノステージ和泉」は、区画が129あり、そのうち現在までに74
区画(約 57％)が契約済みで、他 10 区画程度に企業の引き合いが来ている状況であるこ
とを確認した。 
 
（交通アクセスの確保等、実効性確保のための取り組みについて） 
・再編後の需要や応募の見通し、社会的弱者に対する配慮（訓練手当、交通費、バリア

フリー化等）など、事業の実効性を担保できるような取組みの検討を行っていること
を確認した。 

・再編整備後の南大阪校（仮称）の最寄駅は泉北高速鉄道の和泉中央駅であり、そこか
らバスで15分程度かかる見込みである。 

・なお、当該施設の実効性を確保するためには、路線バスの増便など公共交通アクセス
機能の向上が必要ではないかとの意見があった｡ 

 
 
 

 

事 業 実 施

 

（別表１）
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  

事業名 
（所在地） 

上位計画・ 
優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る 
社会経済情勢 

事業効果の定性的分析 

自然環境等への

影響と対策 

③（府営住宅建替事業） 

瓜破西 
（大阪市平野区） 

Ｂ／Ｃ＝１．６１ 

 

便益総額 

 Ｂ＝458.6億円 

総費用 

 Ｃ＝284.5億円 

[上位計画] 

○大阪府住宅まちづく

りマスタープラン 

○第８期大阪府住宅五

か年計画 

○大阪府府営住宅スト

ック総合活用計画 

○大阪府住宅・住宅地

供給計画（重点供給

地域の指定） 

 

[優先度] 

大阪府住宅まちづく

りマスタープランにお

いては、「府内での定住

を促す住宅・宅地の供

給を図るため、府営住

宅については、土地を

有効活用し高度利用を

図りつつ、老朽化の著

しい住宅等から順次建

替を進める」ことや、

大阪府府営住宅ストッ

ク総合活用計画におい

ては、「老朽化が著しく

居住水準の低い、昭和

20･30 年代建設の中層

耐火住宅の建替着手す

る」ことなどを位置づ

けている。 

[目的] 

昭和 34～36 年度に建設

された瓜破西住宅は、老

朽化が著しく、居住水準

が悪化していることか

ら、建替事業を実施す

る。これにより、住宅の

バリアフリー化など居

住水準の向上を図ると

ともに、道路やオープン

スペース等を確保し良

好な住環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積：10.35ha 

戸数：1,504戸 

構造：RC造6～14F 

住戸面積：約42 ㎡

～72㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費：276億円 

 

[完成予定年] 
平成33年度 

[居住水準の向上] 

本住宅は、屋外のバリ

アフリー化は出来て

いるが、約84％の住戸

内のバリアフリー化

ができていない。ま

た、全ての住棟におい

て、EVが設置されてお

らず、階段による昇降

のため、高齢化対応が

できていない。現在約

51％が 65 歳以上の高

齢者を含む世帯であ

り、今後一層の高齢化

の進展が予想される

ため、早急な対応が必

要となっている。 

また、本住宅は、昭和

34年度に建設され、設

備等の老朽化が著し

い。 

 

[コスト縮減] 

府営住宅建設事業と

して平成８年度比で

約 13％の建設コスト

の縮減を行っており

（物価下落を含める

と約 20％の減）、また

大阪府としても財政

緊迫の状況下である

ことから、今後も継続

してコスト縮減に努

める。 

 

[地元等の協力体制] 

建替えについて、第１期

の入居者からの同意を概

ね得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 
 適正な水準の規模・設備
を備えた住宅を低廉な
家賃で供給し、住宅に困
窮する世帯の解消を図
る。 

・事故防止 
 住戸内事故等の防止に
配慮された室内の段差
解消などのバリアフリ
ー化により、安心できる
生活の場を提供する。 

・防災 
 住宅を建替え、より住宅
の耐震性の向上を図る。
また、よりオープンスペ
ースを確保し、地域全体
の防災性の向上に寄与
する。 

 
[活力] 
・コミュニティの活性化 
 児童や保護者の交流の
場となる集会所や周辺
に開放した児童遊園の
整備により、周辺地域を
含めたコミュニティの
活性化に寄与する。 

 
[快適性] 
・住環境の形成 
 児童遊園の整備や団地
内緑化・景観への配慮等
により快適で良好な住
環境の形成を図る。 

 

[動植物の生態

系への影響] 

既成市街地にお

ける住宅の建替

事業であること

から、動植物の

生態系への影響

などは特に考え

られない。 

 

[緑化の推進] 

建替事業区域に

ついては、緑被

率30％以上を確

保するよう植栽

計画を行う。 

 

[産業廃棄物の

リサイクル] 

従前住宅の撤去

工事に伴う廃棄

物については、

「建設リサイク

ル法」に基づき、

建設資材として

リサイクルが可

能なものについ

て再資源化に努

める。 

また、新築工事

においては再生

材の利用に努め

ていくものとす

る。 

 

 

下 期 分 
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（３／９） 

代替案と 
の比較 

委員会における主な審議内容 評価 

[改善等] 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住

宅」相当となるよ

う、住戸内のバリ

アフリー化や EV
増築などの改善事

業を実施したとし

ても、全ての共用

部分のバリアフリ

ー化はできない上

に、躯体の耐用年

数は延びず、また、

当時の建築計画で

は設備改修が考慮

されていないこと

から、効率的な修

繕ができないた

め、改善等による

方法は効果的、効

率的でない。 
 
[他団地への集約建替] 
同一生活圏内での

他の府営住宅で、

建替え時期の整合

の取れるものや本

団地を集約できる

程度の規模を持つ

ものが存在しない

ため、他団地への

集約建替は困難で

ある。 

（本住宅の位置づけ） 
 大阪府住宅五カ年計画における計画供給量の範囲内であり、老朽化の著しい中層耐火住宅として、大阪
府府営住宅ストック総合活用計画における事業優先順位が高いことを確認した。 
 
（居住者の合意について） 
 本委員会の審議を経ることから、条件付きの計画としており、変更もありうるとしているが、建替え後
の住戸面積や家賃等の条件については、概ね合意していることを確認した。 
 
（費用便益の算定について） 
国土交通省のマニュアルにしたがって算出していることは確認した。 
ただし、府営住宅の建替えについての費用便益の算定にあたっては、総費用（C）に土地取得費は含ま

ず、便益（B）は民間の市場家賃相場をもとに土地コスト分も含んで算出しているので、総便益と総費用
との間でバランスを欠いているとの意見があった。 
 
（バリアフリー化について） 
府営住宅ストック総合活用計画では、平成22年度までに全体の40％（現在約20％）をバリアフリー化

する計画で進めており、既存住宅の改善事業については、低層階のバリアフリー化を、また、建替え事業
については、将来の高齢化を見据えて全戸バリアフリー化を実施していく予定であることを確認した。 
 
（高額所得者等に対する対応について） 
 入居要件に適合しない高額所得者の住居の明渡しについては、明渡しに至るまでに勧告、明渡請求、契
約解除 損害金請求などの手続きを経て、なお明け渡さない場合には、調停や訴訟といった司法手続きを
踏むなど適切な入居管理に努めていることを確認した。 
 また、承認している者以外の者が入居し、あるいは、他人に当該住宅を又貸しする等の不適正な使用が
確認された場合の不適正入居者に対しては、所管の住宅管理事務所において、当該不適正使用を是正する
よう厳しい指導を行うとともに、この指導に従わない悪質な場合には、住宅明渡訴訟を提起していること
を確認した。 
 
（空き家の募集について） 
 空き家の募集については、総合募集という形で年２回行っている。なお、募集にあたっては、数ヶ月先
の空き家発生も見越して募集しており、また、新築の場合については、補欠者を設けるなど、可能な限り
空き家が生じないよう工夫を行っていることを確認した。 
 
（公営住宅相互間の計画の調整について） 
・大阪府域全体として公営住宅の必要数について試算していることは確認した。 
・公営住宅などの供給計画である住宅建設五箇年計画については、住宅建設計画法に基づき策定されてお
り、計画の策定にあたっては、国が、都道府県で推計した公営住宅など公的住宅の必要戸数を積み上げ、
都道府県と協議調整の上、国全体の計画として「住宅建設五箇年計画」、近畿地方など地方ブロック単
位計画として「地方住宅建設五箇年計画」を策定・公表している。 
府はこれらの計画に即して、大阪市をはじめ市町村と協議調整のうえ、府全域を対象に公的住宅の供給
戸数等を示した「大阪府住宅五ヵ年計画」を策定しており、府は広域的な対応、市町村は地域的な対応
といった基本的な考え方に基づき住宅政策の役割分担していることを確認した。 

・また、府は生活困窮者へのセーフティネットとして、まちづくり、福祉施策等市町村と連携し、既存ス
トックを有効に活用しながら府営住宅の供給を行っていく予定であることを確認した。 

 
（社会情勢の変化に伴う当初計画の見直しについて） 
 完成まで長期間を要する事業の場合、家族構成やライフスタイルの変化など社会情勢の変化に即して、
計画を柔軟に変更していく仕組みづくりが必要ではないか。 
 
（自然環境やコミュニティについて） 
 現在の計画は、物理的な資本が重視され、自然環境やコミュニティといったものに対する考え方が少な
い。これらがなくなれば、資本そのものが劣化していくことにもつながることから、今後、こうした自然
環境やコミュニティも社会ストックであるという考え方を計画段階での重要な視点として組み込んでい
く必要がある。 
 
（公営住宅の供給手法について） 
・住宅の全体的な量的供給か充たされつつある中で、これからの公営住宅については、一地区に大量に供
給する形態からもう少し分散した形での供給や立地環境を考慮した供給なども検討すべきではないか。

 

事業実施 

 

（別表１） 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  （４／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

④（府営住宅建替事業）

豊新 

（東淀川区） 

Ｂ／Ｃ＝１．５５ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ３４．１億円 

総費用 

 Ｃ＝ ２２．０億円 

 

 
[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

○大阪府住宅・
住宅地供給計
画（重点供給
地域の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち

づくりマスター

プランにおいて

は、「府内での

定住を促す住

宅・宅地の供給

を図るため、府

営住宅について

は、土地を有効

活用し高度利用

を図りつつ、老

朽化の著しい住

宅等から順次建

替を進める」こ

とや、大阪府府

営住宅ストック

総合活用計画に

おいては、「老

朽化が著しく居

住水準の低い、

昭和 20･30 年代

建設の中層耐火

住宅の建替着手

する」ことなど

を位置づけてい

る。 

 

[目的] 

昭和２９年度

に建設された豊

新住宅は、老朽化

が著しく、住環境

が悪化している

ことから建替事

業を実施する。こ

れにより、居住水

準の向上を図り、

住宅のバリアフ

リー化を進める

とともに、道路や

オープンスペー

ス等を確保し良

好な住環境を整

備する。 

 

[内容] 

敷地面積：0.83ha 

戸  数：128 戸 

構  造：RC 造 7F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約２３億円 

 

 
[完成予定年] 

平成 18 年度 

 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、全ての住棟に
おいて、EV が設
置されておらず、
階段による昇降
のため、高齢化対
応ができていな
い。現在、約 41％
が 65 歳以上の高
齢者を含む世帯
であり、今後一層
の高齢化の進展
が予想されるた
め、早急な対応が
必要となってい
る。 
また本住宅は、

昭和 29 年度に建
設され、設備等の
老朽化が著しく、
一部の住戸に浴
室がなく、最低居
住水準を満たし
ていない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]

建替えについて

は自治会の同意

を得ている。 

 
[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティーの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィーの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様であ
る「あいあい住宅」相
当となるよう、住戸内
のバリアフリー化や
EV 増築などの改善事
業を実施したとして
も、全ての共用部分の
バリアフリー化はで
きない上に、躯体の耐
用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
 また、道路やオープ
ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  （５／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑤（府営住宅建替事業）

長居西 

（住吉区） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅まち
づくりマスター
プラン 

○第８期大阪府住
宅五か年計画 

○大阪府府営住宅
ストック総合活
用計画 

○大阪府住宅・住
宅地供給計画
（重点供給地域
の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まちづ

くりマスタープラ

ン に お い て は 、

「府内での定住を

促す住宅・宅地の

供給を図るため、

府営住宅について

は、土地を有効活

用し高度利用を図

りつつ、老朽化の

著しい住宅等から

順次建替を進め

る」ことや、大阪

府府営住宅ストッ

ク総合活用計画に

おいては、「老朽

化が著しく居住水

準の低い、昭和

20･30 年代建設の

中層耐火住宅の建

替着手する」こと

などを位置づけて

いる。 

 

[目的] 

昭和 27～30 年

度に建設された

長居西住宅は、老

朽化が著しく、住

環境が悪化して

いることから建

替事業を実施す

る。これにより、

居住水準の向上

を図り、住宅のバ

リアフリー化を

進めるとともに、

道路やオープン

スペース等を確

保し良好な住環

境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積：2.1ha 

戸  数：338 戸 

構  造：RC 造 

7～8F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 58 億円 

 

 

[完成予定年] 

平成 26 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、全ての住棟に
おいて、EV が設
置されておらず、
階段による昇降
のため、高齢化対
応ができていな
い。現在、約 54％
が 65 歳以上の高
齢者を含む世帯
であり、今後一層
の高齢化の進展
が予想されるた
め、早急な対応が
必要となってい
る。 
また本住宅は、

昭和 27～30 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく、半数以上の
住戸に浴室が設
けられておらず、
最低居住水準を
満たしていない。
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについて
は自治会の同意
を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティーの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィーの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープ

ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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事前評価審議対象事業一覧表（９事業）   （６／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑥（府営住宅建替事業）

公園南矢田 

（住吉区） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

○大阪府住宅・住
宅地供給計画
（重点供給地
域の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

[目的] 

昭和 31～34 年

度に建設された

公園南矢田住宅

は、老朽化が著し

く、住環境が悪化

していることか

ら建替事業を実

施する。これによ

り、居住水準の向

上を図り、住宅の

バリアフリー化

を進めるととも

に、道路やオープ

ンスペース等を

確保し良好な住

環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積:5.69ha 

（建替対象3.54ha） 

戸  数：960 戸 

（建替対象 680 戸） 

構  造：RC 造 

7～14F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 121 億円 

 

 

 

 

 

 

[完成予定年] 

平成 34 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、約 99％の住戸
内のバリアフリ
ー化ができてい
ない。また、全て
の住棟において、
EV が設置されて
おらず、階段によ
る昇降のため、高
齢化対応ができ
ていない。現在、
約 50％が 65 歳以
上の高齢者を含
む世帯であり、今
後一層の高齢化
の進展が予想さ
れるため、早急な
対応が必要とな
っている。 
また本住宅は、

昭和 31～34 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく、約 40％の住
戸において、浴室
が設けられてお
らず、最低居住水
準を満たしてい
ない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設事

業として平成８
年度比で約 13％
の建設コストの
縮減を行ってお
り（物価下落を含
めると約 20％の
減）、また大阪府
としても財政緊
迫の状況下であ
ることから、今後
も継続してコス
ト縮減に努める。
 

[地元等の協力体制]
建替えについて

は自治会の同意
を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティーの活性
化 

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィーの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープ

ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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      事前評価審議対象事業一覧表（９事業）  （７／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑦（府営住宅建替事業）

八尾植松 

（八尾市） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

[目的] 

昭和 29～33 年

度に建設された

八尾植松住宅は、

老朽化が著しく、

住環境が悪化し

ていることから

建替事業を実施

する。これによ

り、居住水準の向

上を図り、住宅の

バリアフリー化

を進めるととも

に、道路やオープ

ンスペース等を

確保し良好な住

環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積 1.2ha 

戸  数：176 戸 

構  造：RC 造 

7～12F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 31 億円 

 

 

 

 

 

 
[完成予定年] 
平成 27 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、EV が設置さ
れておらず、階段
による昇降のた
め、高齢化対応が
できていない。現
在、約 60％が 65
歳以上の高齢者
を含む世帯であ
り、今後一層の高
齢化の進展が予
想されるため、早
急な対応が必要
となっている。 
また本住宅は、

昭和 29～33 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく、設備面で
は、約 87％の住
戸において、浴室
が設けられてお
らず、最低居住水
準を満たしてい
ない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについ

ては入居者の同
意を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープ

ンスペースの整備に
より、まちづくり等へ
の貢献が可能となる
建替えに比べ、効果が
低い。 
 同一生活圏内での
他の府営住宅で、建替
え時期の整合の取れ
るものや本団地を集
約できる程度の規模
を持つものが存在し
ないため、他団地への
集約建替は困難であ
る。 

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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     事前評価審議対象事業一覧表（９事業）   （８／９） 

事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析 
（費用便益比） 自然環境等への影響と対策 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 代替案との比較検討 

評
価 

⑧（府営住宅建替事業）

堺南長尾 

（堺市） 

Ｂ／Ｃ＝１．３７ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ７７．８億円 

総費用 

 Ｃ＝ ５６．８億円 

 

[動植物の生態系への
影響] 
既成市街地における
住宅の建替事業であ
ることから、動植物の
生態系への影響など
は特に考えられない。
 
[緑化の推進] 
建替事業区域につい
ては、緑被率 30％以
上を確保するよう植
栽計画を行う。 
 
[産業廃棄物のリサイ
クル] 
従前住宅の撤去工事
に伴う廃棄物につい
ては、「建設リサイク
ル法」に基づき、建設
資材としてリサイク
ルが可能なものにつ
いて再資源化に努め
る。また、新築工事に
おいては再生材の利
用に努めていくもの
とする。 
 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

[目的] 

昭和 28～29 年

度に建設された

堺南長尾住宅は、

老朽化が著しく、

住環境が悪化し

ていることから

建替事業を実施

する。これによ

り、居住水準の向

上を図り、住宅の

バリアフリー化

を進めるととも

に、道路やオープ

ンスペース等を

確保し良好な住

環境を整備する。 

 

[内容] 

敷地面積 3.63ha 

戸  数：512 戸 

構  造：RC 造 

11～14F 

住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 

住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 

 

[事業費] 

総事業費 

 約 97 億円 

 

 

 

 

 

 
[完成予定年] 
平成 31 年度 

[居住水準の向上]
本住宅は、屋外

のバリアフリー
化は出来ている
が、住戸内のバリ
アフリー化がで
きていない。ま
た、EV が設置さ
れておらず、階段
による昇降のた
め、高齢化対応が
できていない。現
在、約 63％が 65
歳以上の高齢者
を含む世帯であ
り、今後一層の高
齢化の進展が予
想されるため、早
急な対応が必要
となっている。 
また本住宅は、

昭和 28～29 年度
に建設され、設備
等の老朽化が著
しく全ての住戸
において、浴室が
設けられておら
ず、最低居住水準
を満たしていな
い。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設

事業として平成
８ 年 度 比 で 約
13％の建設コス
トの縮減を行っ
ており（物価下落
を 含 め る と 約
20％の減）、また
大阪府としても
財政緊迫の状況
下であることか
ら、今後も継続し
てコスト縮減に
努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについ

ては自治会の同
意を得ている。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

 
現在の標準仕様で

ある「あいあい住宅」
相当となるよう、住戸
内のバリアフリー化
や EV 増築などの改善
事業を実施したとし
ても、全ての共用部分
のバリアフリー化は
できない上に、躯体の
耐用年数は延びず、ま
た、当時の建築計画で
は設備改修が考慮さ
れていないことから、
効率的な修繕ができ
ないため、改善等によ
る方法は効果的、効率
的でない。 
また、道路やオープン
スペースの整備によ
り、まちづくり等への
貢献が可能となる建
替えに比べ、効果が低
い。 
同一生活圏内での他
の府営住宅で、建替え
時期の整合の取れる
ものや本団地を集約
できる程度の規模を
持つものが存在しな
いため、他団地への集
約建替は困難である。

事
業
実
施 

 

下 期 分 
（別表１） 
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       事前評価審議対象事業一覧表（９事業）   （９／９） 

自然環境等への影響と対策 事業名 
（所在地） 

上位計画 
・優先度 

事業効果の定量的分析

（費用便益比） 代替案との比較検討 

事業概要 完成予定年 

事業を巡る社会 
経済情勢の変化 

事業効果の定性的分析 委員会における主な審議内容 

評
価 

⑨（府営住宅建替事業）

岸和田吉井第２ 

（岸和田市） 

Ｂ／Ｃ＝１．３８ 

 

便益総額 

 Ｂ＝ ４０．２億円 

総費用 

 Ｃ＝ ２９．２億円 

 

[動植物の生態系への影響]
既成市街地の住宅での
建替事業であることか
ら、動植物の生態系への
影響などは特に考えら
れない。 
 
[緑化の推進] 
建替事業区域について
は、緑被率 30％以上を確
保するよう植栽計画を
行う。 
 
[産業廃棄物のリサイクル]
従前住宅の撤去工事に伴
う廃棄物については、
「建設リサイクル法」に
基づき、建設資材として
リサイクルが可能なもの
について再資源化に努め
る。また、新築工事にお
いては再生材の利用に努
めていくものとする。 

[上位計画] 
○大阪府住宅ま
ちづくりマス
タープラン 

○第８期大阪府
住宅五か年計
画 

○大阪府府営住
宅ストック総
合活用計画 

○大阪府住宅・
宅地供給計画
（重点供給地
域の指定） 

 
[優先度] 
大阪府住宅まち
づくりマスター
プランにおいて
は、「府内での
定住を促す住
宅・宅地の供給
を図るため、府
営住宅について
は、土地を有効
活用し高度利用
を図りつつ、老
朽化の著しい住
宅等から順次建
替を進める」こ
とや、大阪府府
営住宅ストック
総合活用計画に
おいては、「老
朽化が著しく居
住水準の低い、
昭和 20･30 年代
建設の中層耐火
住宅の建替着手
する」ことなど
を位置づけてい
る。 

現在の標準仕様である
「あいあい住宅」相当と
なるよう、住戸内のバリ
アフリー化や EV 増築な
どの改善事業を実施した
としても、全ての共用部
分のバリアフリー化はで
きない上に、躯体の耐用
年数は延びず、また、当
時の建築計画では設備改
修が考慮されていないこ
とから、効率的な修繕が
できないため、改善等に
よる方法は効果的、効率
的でない。 

また、道路やオープン
スペースの整備により、
まちづくり等への貢献が
可能となる建替えに比
べ、効果が低い。 
 久米田第３住宅は、用
途地域が第一種低層住居
専用地域であるため、現
在の戸数 88 戸を現地で
建替えることはできない
ことから現地建替はでき
ない。また、集約建替は
現地建替に比べ、工事期
間中の仮移転が発生せ
ず、民間借家借上げ費や
移転料が節約でき、事業
効率が良い。これにより、
引越しが 1 回で済み、入
居者の負担も少なくな
る。 

[目的] 
昭和 28～29 年

度に建設された
岸和田鉄筋住宅
と昭和 39 年度に
建設された久米
田第３住宅は老
朽化が著しく、住
環境が悪化して
いることから建
替事業を実施す
る。建替えにあた
り、岸和田鉄筋
は、仮移転などの
入居者の負担が
少なく効率的な
建替えを進める
ため現地での建
替えは行わず、ま
た、久米田第３住
宅は、第一種低層
住居専用地域等
の用途地域のた
め、現戸数の建設
が困難であるこ
とから、不足する
戸数を市内の岸
和田吉井第２住
宅に建設する。こ
れにより、居住環
境の向上を図り、
住宅のバリアフ
リー化を進める
とともに、道路や
オープンスペー
ス等を確保し良
好な住環境を整
備する。 
 

[内容] 
敷地面積 1.1ha 
戸  数：170 戸 
構  造：RC 造 

5～10F 
住戸面積：約 42 ㎡

～72 ㎡ 
住戸ﾀｲﾌ ：゚1DK～4DK 
 
[事業費] 

総事業費 
 約 29 億円 

 
[完成予定年] 
平成 18 年度 

[居住水準の向上] 
岸和田鉄筋住宅

は、全住戸バリアフ
リー化できていな
い。また、久米田第
３住宅は約83％の住
戸内においてバリア
フリー化ができてい
ない。また、両住宅
とも、EV が設置され
ておらず、階段によ
る昇降のため、高齢
化対応ができていな
い。現在約 52％が 65
歳以上の高齢者を含
む世帯であり、今後
一層の高齢化の進展
が予想されるため、
早急な対応が必要と
なっている。また、
岸和田鉄筋住宅は、
全ての世帯において
浴室が設けられてお
らず、最低居住水準
を満たしていない。
また、住戸面積は、
岸和田鉄筋住宅で、
約 37 ㎡で約 14％の
世帯が、久米田第３
住宅は、約 36 ㎡で約
23％の世帯が最低居
住水準を満たしてい
ない。 
 

[コスト縮減] 
府営住宅建設事業

として平成８年度比
で約13％の建設コス
トの縮減を行ってお
り（物価下落を含め
ると約 20％の減）、
また大阪府としても
財政緊迫の状況下で
あることから、今後
も継続してコスト縮
減に努める。 
 

[地元等の協力体制]
建替えについては

入居者の同意を得て
いる。 

[安全・安心] 
・住宅の供給 

適正な水準の規模・設
備を備えた住宅を低廉
な家賃で供給し、住宅
に困窮する世帯を解消
する。 
・事故防止 

住戸内事故等の防止
を促進し、室内の段差
解消などバリアフリー
化された住宅での住戸
内事故等に配慮した安
心した生活の場を提供
する。 
・防災 

住宅を建替え、より住
宅の耐震性の向上を図
る。また、よりオープ
ンスペースを確保し、
地域全体の防災性の向
上に寄与する。 
 

[活力] 
・コミュニティの活性化

児童や保護者の交流
の場となる集会所や周
辺に開放した児童遊園
の整備により、周辺地
域を含めたコミュニテ
ィの活性化に寄与す
る。 
 

[快適性] 
・住環境の形成 

児童遊園の整備や団
地内緑化・景観への配
慮等により快適で良好
な住環境の形成を図
る。 
 

（移転建替えに伴うコ
ミュニティへの配慮） 
移転による建替えは、既
存のコミュニティの形
態が変わってしまうこ
とから、建替えについて
の住民の合意形成にあ
たってはこうした点に
も十分配慮する必要が
ある。 

事
業
実
施 

 

（別表１） 
下 期 分 


